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ただし、当該退職日から通って5年以内に既に2回 (令和2年 10月 1日 以後の場合に限ります)につき、正当な理由なく自己
都合により退職し求職の申込みをした場合には、当議退職日に係る綸付制限については3か月となります。つまり、当該
2回までの退職日に係る給付制限は原則2か月になるわけです。>下記『「綸付制限期間」が2か 月に短縮されます～令
和2年 10月 1日 から適用～』(厚生労働省ホームベージより引用XPDF濠付)をご参照下さい>さらに、全菫ユ笙4且 1ユ奎二
1主LE麹lLの:重工塵 E上原則2釜11訓 [壼:Ш壁を上ヨ塾2笙」:議曼:Ll型ヨヒ:」i重:墨造置:か:議嘔豊力国襲亜担主。従って、
当該退職日が令和7年 3月 31日 以前である場合の綸付制限期間は2か月となります。
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当該注釈については、r罵 用俣検に関する業務取機要鍾〈令和7年4月 1日 以降 )(― 畿求職者に対する求職者給付)]P292～ 2,3に おいて、そ
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×補足2>受 給資格に係る離職 日が平成29年3月 31日 以前の場合の日数になります。
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の場合 区分

1年■満
1年以上

5年十満

5年以上

13年未満

iO年 し上

21年素満

20年以上

士年齢 ,0日 121日 1'1日

令和
'年

4月 以 降 に教 育訓 練 等 を 受 け る場合 、

給 付 講 銀 が 解 除 され 、基本 手 当 を受綸 で きます
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20年以上

120日:`歳未満 ,0日 1'1日
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2'日

`10日:1歳以上つ哺 キ痛

35歳以上 15歳未満
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:喘以上。時 未満 i"日 ,40日 2,1日 |〕 0日
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